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手話を学んでみませんか 手話講習会の受講生募集
　簡単な手話の学習と、ろうあ部の講師による聞こえない生活のお
話を通して、手話を体験して学ぶ全５回の講座です。
日時  令和４年２月２日、16日、３月２日、９日、16日※全て水曜日

午後７時〜９時
会場  プラザけやき
対象  中学校卒業以上で市内在住、在勤在学の人　定員  ８人※先着順
講師  市身体障害者福祉会ろうあ部部員、手話通訳者
申込期限  令和４年１月21日（金）
申込方法  下記へ電話またはＦＡＸで申し込み
申・問福祉課障がい者福祉係（プラザけやき内☎37-1252、FAX37-1255）

お口と栄養のプロから学ぶ フレイル予防教室を開催
日程・内容  ①令和４年１月25日（火） 誤

ご

嚥
えん

性肺炎とその予防
②令和４年２月22日（火） 薬とお口の関係
③令和４年３月１日（火） お口の健康チェックと健口体操
※全３回の連続講座です。

時間  午後１時30分〜３時
会場  六郷地区センター　定員  20人※先着順
申込期限  令和４年１月18日（火）
申込方法  下記へ電話またはFAXで申し込み
持ち物  マスク、飲み物、筆記用具、メガネや補聴器（必要な人）
申・問長寿介護課高齢者福祉係
（プラザけやき内☎37-1254、FAX�37-1113）

パブリックコメントを実施し、広く意見を募集します
意見を募集する計画  
・第４次菊川市男女共同参画プラン（案）
・第４次菊川市多文化共生推進行動指針（案）
・第11次菊川市交通安全計画（案）
募集期間  12月16日（木）〜令和４年１月17日（月）
意見を提出できる人  市内に居住・通勤・通学している人、市内に事務所・
事業所を有する人、その他計画の関係者
資料閲覧場所  市役所東館プラザきくる２階地域支援課、小笠支所１階ロ

ビー、市立図書館行政資料コーナー、市ホームページ（右記）
※詳細は下記へ問い合わせください。
問地域支援課（プラザきくる内☎35-0925）

掛川税務署短期アルバイトを募集しています
採用期間  令和４年１月中旬〜３月末の指定した期間※土日祝日を除く
勤務時間  午前９時〜午後３時30分（昼休憩１時間）

※残業をお願いする場合もあります。
勤務場所   掛川税務署（車通勤不可）、またはＪＡ掛川市茶業研修セン

ター（車通勤応相談）
給与  時給930円、交通費実費相当額支給

※給与法改定により変更する場合があります。
業務内容  事務補助（書類整理・パソコンでのデータ入力・窓口業務など）
採用人数  40人程度
申込方法  下記へ電話連絡の上、履歴書を持参または郵送
申・問掛川税務署�総務課（〒436-8652　掛川市緑ヶ丘2-11-4

☎22-5141※自動音声の案内「２」を選択）

※�新型コロナウイルス感染症の影響により、現在掲載中の行事などが中止・延期になる
場合があります。開催の有無については、各問い合わせ先に確認ください。

大井川農業用水の断水を
お知らせします
　水路やトンネルの状態を確認す
る調査を実施します。これに伴い、
下記期間中、大井川農業用水は完
全断水となります。
　農業用水を使用されている皆さ
んのご理解とご協力、早い時期か
らの断水対策をお願いします。
断水期間  令和４年１月24日（月）
〜26日（水）、１月31日（月）〜２月
２日（水）
問 西関東土地改良調査管理事務
所（☎35-3251）、農林課土地改良
係（☎35-0940）

低所得の子育て世帯への
給付金の申請はお済みですか
　子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯分、ひとり親世帯以
外分）を支給します。給付金の受
け取りには手続きが必要です。ひ
とり親世帯分、ひとり親世帯以外
分で手続きが異なりますので、事
前に確認ください。
給付額  児童１人当たり一律 ５万円
※�詳細は、市ホームページ（下記）をご
覧ください。

申・問子育て応援課こども福祉係
（プラザけやき内☎35-0914）

該当する人は申請を
高齢者の障害者控除対象者認定
　「障害者控除対象者認定書」に
より、所得税や市・県民税の申告
時、障害者控除の対象になります。
対象者  障害者手帳の交付を受け
ていない満65歳以上の人のうち、
６カ月以上寝たきりの人や認知症
の状態にある人
持ち物  被保険者証
※�要介護認定を受けている人のみ
申込方法  下記へ直接申し込み
※�所得税申告の対象となる年の基準
日（12月31日）での判定となるため、
基準日に有効である主治医または
民生委員の意見書をもとに認定し
ます。認定書の有効期間は、対象者
の障害事由の存続期間となります。

申・問長寿介護課高齢者福祉係
（プラザけやき内☎37-1254）

◀�ひとり親
世帯分

◀�ひとり親世
帯以外分


